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１ 計画処理区域の面積及び人口    

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，市町等は自区内全域について一般廃棄物の処理計画を

定めなければならないこととなっており，県内の全市町 23（14 市９町）（平成 23 年３月 31 日現在）が自区

内全域を計画処理区域としている。 

  広島県（以下，「本県」という。）における計画処理区域の面積及び人口は，表１－１のとおりである。 

 

表１－１ 計画処理区域の面積及び人口 

                            （平成 22 年 10 月 1 日現在） 

面  積 人  口 

8,479.58 km

2

 2,857,850 人 

 

２ 処理体制 

  本県における市町のごみ及びし尿の処理体制は，表１－２のとおりである。 

 

表１－２ 本県の処理体制 

（平成 23 年３月 31 日現在） 

ご み 処 理 体 制          
市町名 

可 燃 ご み そ の 他 
し 尿 処 理 体 制          

広島市 単独処理 単独処理 単独処理（一部安芸地区衛生施設管理組合） 

呉市 単独処理 単独処理 単独処理 

竹原市 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

三原市 単独処理（一部甲世衛生組合） 三原広域市町村圏事務組合 単独処理（一部甲世衛生組合） 

尾道市 単独処理（一部甲世衛生組合） 単独処理 単独処理 

福山市 単独処理 単独処理 単独処理 

府中市 単独処理 単独処理 単独処理 

三次市 単独処理 単独処理 単独処理 

庄原市 単独処理 単独処理 単独処理 

大竹市 単独処理 単独処理 単独処理 

東広島市 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

廿日市市 単独処理 単独処理 単独処理 

安芸高田市 芸北広域環境施設組合 芸北広域環境施設組合 単独処理 

江田島市 単独処理 単独処理 単独処理 

府中町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

海田町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

熊野町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

坂町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

安芸太田町 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 

北広島町 
芸北広域環境施設組合 

（一部山県郡西部衛生組合） 

芸北広域環境施設組合 

（一部山県郡西部衛生組合） 
単独処理（一部山県郡西部衛生組合） 

大崎上島町 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

世羅町 甲世衛生組合 三原広域市町村圏事務組合 甲世衛生組合 

神石高原町 単独処理 単独処理 単独処理 

 



   なお，呉市は，江田島市及び愛媛県今治市からごみ処理を受託し（江田島市：可燃ごみの処理，今治市：

旧関前村区域に係るごみの処理），大竹市は，山口県和木町からし尿処理を受託している。 

 

３ 収集及び処理状況 

（１）処理状況 

   平成 22 年度の県内の市町及び一部事務組合における廃棄物の処理状況は，表１－３のとおりである。 

   県内におけるごみの収集量は，839,864t で，処理施設等への直接搬入量は 74,141t である。また，処理

量は 913,852t で，これに県外からの受託量を加えた処理量は，913,995t である。（計量値の差や水分の蒸

発などの理由により，排出量と処理量は一致しない。） 

県内におけるし尿の収集量は，712,079kl で，これに県外からの受託量を加えた処理量は，712,456kl で

ある。 

 

表１－３ ごみ及びし尿の処理状況 

区分 収 集 量 直接搬入量 排出量合計 県外からの受託 処 理 量 

ごみ（単位：t） 839,864  74,141  914,005  143  913,995  

し尿（単位：kl） 712,079  － 712,079  377  712,456  

 

（２）処理量の推移 

   ごみ及びし尿の処理量の推移は，表１－４のとおりである。 

   いずれの処理量とも減少する傾向にあり，平成 22 年度は前年度に比べ，ごみ処理量は 2.4％減少し，し

尿処理量は横ばいで昨年とほぼ同じ値になっている。ごみ処理量が減少した主な要因として，住民の環境

意識の向上による排出抑制の促進，収集処理の有料化を実施している自治体による排出量の削減が考えら

れる。 

 

表１－４ ごみ及びし尿の処理量の推移 

年  度 

区  分 
18 19 20 21 22 

ごみ（単位：t） 1,050,001  999,724  953,232  936,541  913,995  

し尿（単位：kl） 735,675  721,047  716,800  712,843  712,456  

  （注）数値は県外からの受託分を含む。 

 

   詳細については，「Ⅱ ごみ」及び「Ⅲ し尿」の章において示す。 

 

 

 

 



４ 処理事業経費 

（１）歳出状況 

   県内の市町及び一部事務組合における平成 22 年度の廃棄物処理事業経費は，表１－５のとおりである。 

歳出状況は，ごみが 38,063,784千円，し尿が 8,979,007千円で，合わせて 47,042,791千円である。 

 

表１－５ 廃棄物処理事業の歳出状況 

                                        （単位：千円） 

区   分 ご   み し   尿 計 

収集運搬施設 1,550 0 1,550 

中間処理施設        2,037,926 3,132,154 5,170,080 

最 終 処 分 場        2,132,922 12,600 2,145,522 

工
事

費
 

そ の 他        18,442 0 18,442 

調 査 費        48,169 108,885 157,054 

建
設

・
改

良
費
 

小 計          4,239,009 3,253,639 7,492,648 

 人 件 費        8,655,486 1,156,625 9,812,111 

収 集 運 搬 費        481,692 109,340 591,032 

中 間 処 理 費        6,289,415 1,643,596 7,933,011 

処
理

費
 

最 終 処 分 費        516,939 30,870 547,809 

収 集 運 搬 費        5,612,040 201,708 5,813,748 

中 間 処 理 費        10,233,947 2,142,052 12,375,999 

最 終 処 分 費        579,435 11,196 590,631 

委
託

費
 

そ の 他 371,486 33,887 405,373 

処
理

経
費
 

小     計 32,740,440 5,329,274 38,069,714 

車両等購入費        73,258 12,111 85,369 

調 査 研 究 費 10,738 5,335 16,073 

事
 

 
 

業
 

 
 

経
 

 
 

費
 

処
理

及
び

維
持

管
理

費
 

小 計          32,824,436 5,346,720 38,171,156 

  そ の 他       

（注２）

 1,000,339 378,648 1,378,987 

  合 計          38,063,784 8,979,007 47,042,791 

   （注）１ 市町の一部事務組合分担金は，一部事務組合における事業経費として各項目に分類算入 

している。 

      ２ 「その他」とは，事業経費のうち他の項目に属さないものをいう。（調査方法の変更によ 

り，これまで処理及び維持管理費のその他として計上されていたものを含む。） 

 

（２）処理経費 

   ごみ１t当たりの処理経費は 35,821円／t，し尿１kl当たりの処理経費は 7,480円／kl で，それぞれの

推移は，表１－６のとおりである。 
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表１－６ ごみ及びし尿の単位当たりの処理経費の推移 

年   度 

区   分 

18 19 20 21 22 

全国平均 

（平成21年度） 

ごみ１t 当たりの 

処理経費（円／t） 

32,825  34,291  35,603  36,516  35,821  34,296  

し尿１kl 当たりの 

処理経費（円／kl） 

8,144  8,123  8,138  7,821  7,480  8,095  

 

平成 22 年度におけるごみ１t当たりの処理経費及びし尿１kl当たりの処理経費は，処理量の減少に伴い

前年度より減少した。 

 

（３）事業経費 

   ごみ１t当たりの事業経費は 41,646円／t，し尿１kl当たりの事業経費は 12,603円／kl で，それぞれの

推移は，表１－７のとおりである。 

 

   t,64614
913,995t  

 38,063,784  
t 円／　＝　　

）ごみの処理量　（

）　千円　ごみの事業経費（

　　当たりの事業経費　＝ごみ１  

   kl,60321
712,456kl 

 8,979,007  
kl 円／　＝　　

）し尿の処理量　（

）　千円　し尿の事業経費（

　　当たりの事業経費　＝し尿１  

 

表１－７ ごみ及びし尿の単位当たりの事業経費の推移 

年   度 

区   分 
18 19 20 21 22 

全国平均 

（平成21年度） 

ごみ１t 当たりの 

事業経費（円／t） 
35,402  36,774  39,411  39,599  41,646  41,839  

し尿１kl 当たりの 

事業経費（円／kl） 
9,080  10,561  9,982  11,692  12,603  9,742  

 

   平成 22 年度のごみ１t当たりの事業経費とし尿 1kl当たりの事業経費は，中間処理施設と最終処分場に

かかる工事費が増加したことにより，前年度に比べて増加した。 

   今後，老朽化した施設の更新，改良等に伴い，ごみ及びし尿ともに事業経費の増大が考えられる。 

 



５ 廃棄物処理事業従事職員 

  本県の一般廃棄物処理事業にかかわる職員数は，表１－８のとおりである。 

廃棄物処理事業従事職員数は 1,234 人である，そのうち，ごみ処理事業に従事している職員は 1,064 人，

し尿処理事業に従事している職員は 170 人である。 

一般廃棄物処理事業にかかわる職員数の推移は，表１－９のとおりである。 

 

表１－８ 一般廃棄物処理事業にかかわる職員数 

（単位：人） 

ご    み し    尿 合計 

区  分 

一般職 技能職 計 一般職 技能職 計 一般職 技能職 計 

市 391 598 989 83 48 131 474 646 1,120 

町 12 13 25 7 4 11 19 17 36 

一部事務組合 36 14 50 21 7 28 57 21 78 

計 439 625 1,064 111 59 170 550 684 1,234 

 

表１－９ 一般廃棄物処理事業にかかわる職員数の推移 

                                         （単位：人） 

年  度 

 

区  分 

18 19 20 21 22 

一 般 職 590  582  586  548  550  

技 能 職 903  827  846  724  684  

計 1,493  1,409  1,432  1,272  1,234 

 


